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ております。地域担当制も含めて、どういうふ

うにしてまちづくりに職員みずからかかわるか

ということは、これからも十分進めていく項目

だと思っております。以上でございます。 

○蒲生光男議長 ３番、江口忠博議員。 

○３番 江口忠博議員 第５次の総合計画に向け

てあと２年ほどですが、10年に１回の計画であ

りますんで、私は議員にならせていただいて非

常にいいめぐり合わせで今回、議員させていた

だいたなと思ってます。非常に慎重な議論これ

から求められてくると思います。第４次の総合

計画についても十分な見直しを図って、実効性

のある第５次総合計画に向けた動きを早々にで

もつくんなきゃいけないと思っています。 

 未来塾のほうもうまく活用していただいて、

未来にきちんとつながるまちづくりをこれから

も頑張ってまいりたいと思いますので、市長の

ほうにも広範な意見のほう聴取いただければ幸

いということを申し上げて、私の質問を終わり

ます。ありがとうございました。 

○蒲生光男議長 ここで暫時休憩いたします。 

 再開は３時20分といたします。 

 

 

   午後 ２時５８分 休憩 

   午後 ３時２０分 再開 

 

 

○蒲生光男議長 休憩前に復し、会議を再開いた

します。 

 市政一般に関する質問を続行いたします。 

 

 

 小関秀一議員の質問 

 

 

○蒲生光男議長 次に、順位５番、議席番号５番、

小関秀一議員 

  （５番小関秀一議員登壇） 

○５番 小関秀一議員 きょうの最後の質問者と

なりました。大分お疲れでしょうが、質問を始

めさせていただきます。 

 先ほど来もありましたが、非常にこの１年、

激動の１年だったなというふうに振り返ってお

ります。私自身も４月の選挙から市民生活の向

上のための一翼を担う立場に立たせていただい

て、さまざまの勉強もさせていただいたという

ふうなことでありましたし、市民生活も冬の豪

雪、東日本大震災等、津波、原発事故等で非常

に不安の１年だったなというふうに振り返って

おります。 

 また、時節柄でありますが、来年度の新しい

長井市の予算編成の時期にもなっております。

よって、本議会では一般質問を通しながら、具

体的に来年度の予算にかかわるような課題を考

えてまいりましたので、よろしくお願い申し上

げます。 

 １番目であります。長井市の行財政改革推進

方針についてのかかわりであります。 

 最近まず驚くことが幾つかありましたが、先

ほど江口議員の発言にもあったように、12月１

日付の市報の「市長とティーブレイク」の欄で、

市長は既に都市再生整備計画の細やかな部分ま

で記事にしておられるということについて、驚

きを禁じ得ませんでした。つまり、この計画が

もう既にスタートしたかのごとき表記になって

いるということについては、多くの市民の方か

らの問い合わせが私にもあったわけであります。 

 しかもこの間の議会の全員協議会についても

ですし、検討委員会についても構想図、特にこ

こは大事なわけですが、場所を特定できるよう

な図面まで一般市民に広がっておるというふう

なことについては、大変是非論はあろうかと思

いますが、私は驚いたわけであります。 

 ２つ目であります。23年３月に答申されまし

た長井市の行財政改革推進委員会からの回答書
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の中で、示された今後５年間の計画について、

ようやく８月付の推進方針を長井市は出された

わけであります。あえて言えば当初、23年度が

スタートする段階で方針があって、長井市の行

政が進むべきところでありますので、私から申

せば期ずれだと。方針の策定が遅れたんだとい

うふうに言わざるを得ないわけでありますけれ

どもいろんな中身を見せていただければ、経常

収支等、かつてさまざまな長井市の困難な時代

なり財政状況なりを少し改善をしてきたという

表記と、今後も特に財政を含めて計画的な投資

をしていくというふうなことについては、答申

にもうたわれ、また方針にもきちんと明記され

ておるというふうなことであります。 

 当然経常収支については単年度で赤字を出す

というふうなことについては、これは許されな

いわけでありますけれども、大規模な公共投資

については、市民生活の将来のためにはさまざ

まな課題が、例えばでありますが、学校の耐震

化の問題なり公共施設についても増改築の課題

があったりというふうなことも含めて、慎重に

するというふうな表記がされておりますので、

先ほど来、話に出ております都市再生整備計画

なり、例えばプラザ東の運動公園の市の財政負

担、さらには駅、まちなかの整備の部分であり

ますが、これも大規模な投資を必要とするとい

う部分も含めて、市長の考えなり、財政的な考

えを含めて説明をいただきたいというふうに思

います。 

 あと２つ目であります。答申の中にも市の職

員の市民にサービスをするべく市役所の体制づ

くりを市長もうたわれております。 

 ただ、指摘されておることについては、300

人に近い職員まで減らしてきたというふうなこ

とでありますし、また近年、緊急雇用の臨時的

な職員の採用によって、しかも100人にも及ぶ

臨時的な職員の下支えがあって今の市民サービ

スが維持されてるということを考えれば、職員

の健康面、ストレス面、安全な職場づくりとい

うふうなことについては、方針ではうたわれて

おりますけれども、年間２万8,000時間、トー

タルで、経費的には5,800万円ほどかけながら、

１人平均年間100時間にも及ぶ恒常的な時間外

勤務をされてるということについては、改善が

必要だというふうに答申でうたわれております。 

 さらに、その緊急雇用事業が終了した時点で、

残された職員がすべての業務を担い切れるのか

というふうなことについては、非常に心配して

おりますので、この辺の見解についてもお尋ね

をしたいなというふうに思います。 

 第２点目、ＴＰＰ、環太平洋連携協定と市民

の暮らしについてお尋ねを申し上げます。 

 これも午前中の今泉議員の質問とダブります

ので、市長からは結論のみお答えをいただきた

いなというふうに思います。いろいろ私も反対

の立場からのご意見を申し上げながらというふ

うに考えてまいりましたが、特に（１）から

（４）まで焦点を絞ってご質問を申し上げます。 

 まず、課題としては、ＴＰＰの協議参加につ

いての基本的な反対の理由を４点ほど申し上げ

ます。 

 まず、議論の流れの中で本当に民主主義が守

られながら議論が進んできたのかということ、

第１点であります。 

 あと、２番目には、日本とアメリカの交渉の

みならず、アジアも含めての日本の国民生活に

及ぼす影響が深いにもかかわらず、その辺がま

だ国民の合意ができてないということが２つ目

の心配であります。 

 あと、私は農家でありますので、農業生産に

ついて非常に心配をしておるわけですが、さら

に言えば食べ物の安全基準の問題がこのＴＰＰ

で心配されるということであります。 

 あともう１点、例えば（３）の保険や医療の

問題についてもこれはかかわりあるわけですし、

日本の社会風土の崩壊につながる心配があると
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いうことであります。医療、あと保険等の制度

の問題、社会風土から申しますと、例えば日本

は基本的には農耕文化を持った社会なわけです

が、今まで培ったこういう田舎町、農村の風土

が壊れれば、せっかく長井市の中で観光も含め

て盛り上がってきた、例えば黒獅子とか村祭り

の問題とか、相互互助で地域の環境整備をして

きた部分が非常に心配されるというふうなこと

でありますので、その辺も含めてそれぞれの担

当課の私見というか、ＴＰＰに関する暮らしに

対しての影響について質問をさせていただきた

いなというふうに思います。 

 あとちょっと済みません。（２）が抜けまし

た。ＴＰＰについては特に農業に関してという

ふうなことで、昨年の10月あたりからは非常に

心配された部分あるわけですが、特にこうした

デフレの中で消費者なり労働者の生活が非常に

心配されるさなかに、さらに労働者の移動の問

題なり雇用の問題、労働環境の問題、これは労

働基準法がＴＰＰによって規制緩和がされるの

かどうか、私もわかりませんが、その辺も含め

て農業関係ばっかりの影響では決してないとい

うふうな懸念もされますので、その点について

も担当の課長さんから課題整理をお願いしたい

と思います。 

 あと（４）であります。先ごろ、来年度の農

業施策の指針が出まして、特にテーマとして新

規就農、農地集積に関する施策を出されました。

これについては、まだこまいところの状況はわ

からないというふうな説明を今までは受けてき

た部分あるわけですが、既に12月を過ぎ、年を

越せば来年度の作付の準備がスタートするとい

うふうな、非常に大事な時期でありますので、

これを農業者や地域の方々にどういうふうに説

明をして、春の作付のスタートから実施に移し

ていけるのかについての長井市の農林行政の取

り組み。 

 あともう１点は、長井市農業委員会から11月

末、これも建議として、長井市の農林行政に対

する意見書が出ております。この１つとして特

に担い手の確保、あと長井市の特徴ある農業者

に対する支援策について、全部で７項目ほどあ

ったわけですが、６番目だったと思います。施

策の要望が出ております。具体的にはじゃあ、

国の今回の施策、県も既に先ごろ新規就農等に

ついての、これは県は年齢制限をつけないでと

いうふうなことで支援の施策が発表されており

ますけれども、農業委員会からは具体的にどう

いう支援を求めておるのか、会長から意見を求

めたいというふうに思います。 

 あと３番目の長井市地域防災計画の見直しに

ついてご質問をいたします。 

 先ごろの新聞等で既に発表されてご承知のと

おり、私ども大変心配しておったわけですが、

長井盆地西縁断層帯、既にこれは今までも発表

されておったわけでありますけれども、つい最

近の新聞で今泉断層についても国土地理院から

発表されたと。12月１日付の新聞で発表されま

した。これについては当市も当然注目もされて

おると思いますし、長井市民も驚きとともに生

活の不安、災害の不安をなお一層増して暮らし

をされておるのかなというふうに思いますが、

時あたかも長井市の地域防災計画の見直しに当

たって、こうした発表を受けての計画づくりに

どう反映されるのか、お尋ねを申し上げたいな

というふうに思います。 

 あと（２）であります。防災周知システムの

必要性について。これについては６月議会でも

ご質問申し上げましたが、特に10月22日、時あ

たかも長井市の総合防災訓練があった近辺であ

りましたが、読売新聞に同報系の防災行政無線

の設置については、全国では76.3％であります

が、山形県については31％、全国最下位であり

ます。しかも同報系サイレン、移動系について

は、ほとんどの市町村が設置されている中で、

４市町村、長井市と河北町、大江町、小国町に
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ついて、すべての情報システムが整っていない

という発表がされたわけであります。 

 これについては例えば３．11の災害時にも市

の広報車だって走らせられんでねかったかとい

うふうなこともあったがゆえに、周知システム

については検討なされるという市長からのＦＭ

無線等を含めての回答があったわけであります

けれども、こうしたほとんどの市町村も行政で

は既に設置をされてる中で、今後、具体的に予

算づけをしながら、準備をしてもらう必要があ

るというふうに私は、予算時期でもありますの

で、ご回答なり考えをお聞きしたく、壇上から

の質問を終わらせていただきます。どうもあり

がとうございました。（拍手） 

○蒲生光男議長 内谷重治市長。 

 ここで当局の答弁の皆様にお願いありますが、

質問項目が多岐にわたってて、答弁者も７名と

いうふうになっておりますので、できるだけ簡

潔なご答弁をいただくようにお願いいたします。 

○内谷重治市長 小関秀一議員のご質問にお答え

したいと思います。 

 まず最初に、大変驚かれたと。ティーブレイ

クで都市再生整備計画がいかにも決定したかの

ようなことを書いているということでございま

したが、これについては全協でもご説明させて

いただきましたけれども、判断を誤ってこれか

らの都市再生整備計画をつくるときに議論いた

だく資料に具体的なものを担当課長が委員の皆

さんに渡してしまったということで、それで議

会のほうにその資料をお見せしないわけにいか

ないだろうということで、全協でお話しさせて

いただいたわけでございますんで、そのときに

もお話し申し上げましたけれど、この計画につ

いてはまだ決まったものではありませんけれど

も、私は市長として自分の政策、選挙公約等々

はずっと市民に申し上げてるわけでございまし

て、その中で具体的にこういう事業名は上げて

おりませんが、申し上げてる内容でございます

ので、それをティーブレイク等で具体的に言う

のは問題があるというのは、私は小関秀一議員

の誤解だというふうに思います。 

 そしてそのときには、ティーブレイクでも申

し上げておりますけれども、この事業の目的と

するところの説明をさせていただいたわけでし

て、具体的に事業費どうのこうのとかというこ

とでなくて、こういう機能を持たせたいと言う

ことを申し上げておりますので、これは市長と

して市民にやはりこれからのまちづくりの抱負

を述べさせていただいたということで、これを

やめろということには私はならないんじゃない

かというふうに思います。 

 さきにそういったお話がございましたんで、

答弁にはないんですが、ちょっと私の名誉のた

めに言わせていただきたいというふうに思いま

す。 

 ご質問いただいた項目は３点でございますが、

まず最初に、長井市行財政改革推進方針につい

てということでございますけれども、議員から

は、ちょっとお聞きして答えてる、一問一答で

はありませんので、ちょっと趣旨が違いました

ら後でご指摘をいただきたいと思いますが、今

後のそういった投資的経費がそんな勝手にでき

るのかと、裏づけがあるのかというような質問

の趣旨だったように私はとらせていただきまし

たけれども、これは……。 

（「答申と合致して・・・・・」の声あり） 

○蒲生光男議長 答弁を聞いてから質問をお願い

します。 

○内谷重治市長 経常収支比率改善と今後の投資

的経費のかかわりということでございますが、

経常収支比率というのは今後の投資的経費のか

かわりとは私は直接的には違うものだというふ

うに認識しております。ですから、ちょっと趣

旨がちょっとよくわかりませんが、ただ、今後、

財政の中期展望等々、あるいは都市再生整備計

画の中で何がしの事業をするときは、やっぱり
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５年計画の中できちんと財政的な裏づけをとり

ながら決めていくわけでございまして、全く無

計画にそれをやるというものではございません

ので、これは投資的経費についてはきちんと計

画を立てて行ってると。 

 ただ、例えば議員からもありましたように、

小学校の体育館等々、耐震化がまだ行ってない

ものにつきましては、できるだけ先送りじゃな

くて、前倒しをしなきゃいけないということで、

そこについては財政のほうといろいろ議論いた

しまして、必要なものは、緊急性のないものに

ついて少し先送りして、今しなきゃいけない部

分は前倒しでしてるということはございますけ

れども、財政的な裏づけはきちんととっている

ものでございます。 

 次に、職員の適正化と時間外労働の改善とい

うことでございますが、議員からは行財政改革

の推進の方針について、ちょっと具体的なもの

がやっぱり遅れているんじゃないかということ

でございますが、前にもお話ししましたように、

集中改革プランを22年度まで進めてまいりまし

て、私はできるものは全部手をつけてきたと。

ただし、まだ不十分なものがあると。これらに

ついては今後、改善していかなければならない

ということで、今回は方針、計画ではなくて方

針ということで上げさせていただきました。 

 その中で職員の適正化の部分でございますが、

職員はやはり人件費を削減しないと長井市の財

政がまず改善されないという大前提の中で、で

きるだけ早目に職員を削減してまいりました。

その結果、やっぱりいろいろ時間外労働がふえ

ざるを得なかった部分も、これは認めなきゃい

けないということで、委員会のほうからはサー

ビス残業にならないような、そういう対策をき

ちんととるということやら、あるいは議員から

もご指摘にあったように、肉体的な部分とあと

メンタルの部分のきちんとしたフォローを心が

けているところでございます。 

 詳しくは総務課長のほうからいろいろあるか

と思いますが、ただ、緊急雇用の部分につきま

しては、60名近い職員を緊急雇用として、して

いるわけですが、そこと臨時職員といいますか、

定時補助職員につきましては、これはまた別途、

定時補助職員については、現在の業務をやはり

彼らにもお願いして協力いただいているという

形で、緊急雇用の部分については実は新たに将

来しなきゃいけない部分をこの際、いろいろ前

倒しでやろうとか、あるいは普通人件費がない

とできない部分を今回の緊急雇用で特別に仕事

を新たにつくってやったということがあります

ので、それらについては余り心配しておりませ

ん。 

 しかし、緊急雇用で一たん雇われてる方を解

雇すると、継続できないということについては、

非常に問題だというふうに思っておりまして、

これらについては国に対しても、あるいは県に

対してもぜひ継続していただくように求めてい

るところでございます。ですから、業務部分と

は若干支障が出る、どうのこうのの問題ではな

いというふうに思っているところです。 

 次に、２番目のＴＰＰと市民の暮らしについ

てということで、議員のほうからは結論のみを

言うようにということでございましたので、こ

れは今泉議員のご質問でもお答えしましたが、

私も反対の立場で非常に危惧しているところで

ございます。そういった意味では小関議員の考

え方と一緒でございます。 

 次に、３番目の長井市地域防災計画の見直し

でございますけれども、最初の長井盆地西縁断

層帯と今泉断層への対応ということでございま

すけれども、議員のご指摘のとおり、長井盆地

西縁断層帯については、東大研究所チームの分

析によりますと、33倍、発生の確率が高くなっ

たというふうに言われております。7.7のマグ

ニチュードの予測が0.02％、30年以内に起きる

可能性があるということでございますので、33
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倍ということは0.7％以下の確率があるという

ことでありますので、確かに確率的には高くな

りましたけれども、特に33倍になったからどう

のこうのではなくて、従来どおり万全の体制を

とってくということで考えてるところでござい

ます。 

 今泉断層帯につきましては、さまざまな議論

がございましたけれども、置賜総合支庁で発表

っていいますか、報告がありました山大の先生

の説明によりますと、確かに長井盆地と米沢盆

地の丘陵の境として、規模は大きくないけれど

も、可能性としてはあるということでございま

して、これらについても特別このために対策と

いうことではなくて、やはり我々の住んでる長

井市にも活断層が複数あるんだということで、

これから体制をさらに強化するように努めてま

いりたいと思います。 

 あと最後に、防災の周知システムの必要性と

いうことでございますが、これは議員のご指摘

のとおり、残念ながら長井市は過去に財政再建

等々の課題があったからかどうかわかりません

が、防災計画そのものがやはり過去数十年、見

直しされていなかったということで、それを私

どもとしてはことししなきゃいけないというこ

とで、前にもお話ししましたように、３年前に

それらを決意しまして、県の危機管理室に職員

を派遣しながら、ことしの春に戻ってまいりま

したので、計画策定を今し、大体素案ができた

ところでございます。 

 その中で、この周知システムについては非常

にお金がかかる部分もございますので、非常に

危惧しておりましたが、後ほど総務課長から話

あるかと思いますが、今回、県の補助事業を受

けて、具体的にはＭＣＡ無線ということで、市

役所をキー局として地区長さん、137の地区長

さんと緊急時に連絡がとれるような体制を構築

する予定でございます。 

 ただ、これらについてはまだ予算的に具体的

な部分が詰められておりませんので、今回の議

会には上程させていただいてませんが、今年度

中にそういったシステムを構築したいと。これ

は無線、防災無線ということでありますので、

停電等でも対応できると。なおかつ、各地区の

公民館、６カ所に市役所も含めてですけども、

非常時の自家発電の機能も各地区に持たせるよ

うに同時に整備をしていきたいと思っておりま

す。 

 今までできなかったことについては、大変申

しわけなく思っておりますが、やはり財政的な

部分がありましたので、このたびとなったこと

についてはおわびを申し上げたいと思います。 

 なお、将来はコミュニティＦＭ等、これらに

ついても課題はありますけども、検討しながら、

各１戸１戸、お一人お一人の市民に災害情報

等々をきちんとお伝えできるような体制をとっ

てまいりたいと思ってるところでございます。

以上です。 

○蒲生光男議長 鈴木榮一農業委員会会長。 

○鈴木榮一農業委員会会長 小関議員のご質問に

お答えいたします。 

 平成24年の新規就農、農地集積に関する施策

ということと本市農業マスタープラン策定の計

画について。 

 ご質問の平成24年新規就農、農地集積に関す

る施策と本市農業のマスタープラン策定の計画

については、農業委員会としてのかかわり方に

ついてお答えいたします。 

 初めに、農林水産省は平成24年度予算概算要

求の段階で重点事項の大きな１項目として、我

が国農業を支える人材の確保と農地集積を掲げ

ております。その中での１点目は、戸別所得補

償制度等の実施、２点目は、新規就農と農地集

積があります。 

 ２点目の新規就農と農地集積には、新規就農

総合支援事業、戸別所得補償経営安定推進事業、

規模拡大加算などが含まれております。 
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 この平成24年度の農林水産省の予算概要を見

る限りでは、ＴＰＰ絡みという点も思われます

が、これらの事業に取り組むためには長井市の

地域農業マスタープランに位置づけられている

ことが条件となります。地域農業マスタープラ

ンは、集落ごとに長井市が作成することになり

ます。作成に当たっては、農業再生協議会が中

心となり進めることとなると思われます。農業

委員会もこの協議会の構成メンバーであります

ので、今後の長井市の農業をどうやっていくか。

将来を見据えた上で議論を重ね、つくり上げな

ければならないと考えております。 

 農業委員会としては、このたびの建議要望の

１つに、農業従事者が減少する中、今後の農業

振興を図るためには新規就農者、農業後継者、

担い手農業者の確保、育成が最重要となってい

る現状から、市独自の支援事業を創設するよう

要望したところであります。農業委員会では例

えば20代、30代の新規就農者には運転資金の補

助などの支援策を講ずるように考えているとこ

ろであります。 

 農地集積につきましても、これまで同様、農

地利用集積円滑化団体であります山形おきたま

農協、長井市農業再生協議会、農用地利用改善

組合と連携をとり、進めていくものであります。 

 農業委員会は、農業、農業者の利益を代表す

る機関として、長井市の農業がよりよい方向に

目指すため、関係機関と力を合わせて頑張って

いく所存であります。今後ともご指導をよろし

くお願いします。 

○蒲生光男議長 飯澤常雄総務課長。 

○飯澤常雄総務課長 私からは１点目とそれから

３点目の部分でお答えをいたします。 

 まず初めに、ちょっとお断りでございますが、

議員さん、答申ということでお話しいただきま

したが、これは意見書でございます。23年３月

に行財政改革推進委員会からの意見書というこ

とで、その意見書の中でのくだり、引用なさっ

たんだろうというふうに思います。 

 職員の適正化につきましては、ご案内のよう

に、２月に正規職員については定員適正化計画、

これは採用計画でございます。向こう10年間と

いうことで、10年間に退職する、60歳定年を前

提とした120名の退職に対して、前５年で14名、

後ろ５年で10名というふうなことで、120名の

職員を確保するというふうな内容でございます。 

 そういったことで採用計画を明示したことに

より、職員の不安解消にはある意味つながって

るのかなというふうに考えております。 

 それから時間外の関係でございますが、これ

につきましては、毎年度、当初で4,000万円と

いう枠を一応はめた形で対応をしております。

これは行革の観点からは圧縮というところがこ

れは避けられない部分なわけでございまして、

いろいろ管理職を中心にそれぞれ対応して、部

下職員の指導等に対応していただいているとい

うことでございます。 

 不必要な仕事をさせないようにとか、あるい

は仕事のやり方を見直すとか、当たり前のこと

を当たり前に着実にやっていくということなん

だろうというふうに思います。 

 それから３点目のＭＣＡ無線のお話でござい

ますが、市長から答弁あったとおりでございま

す。今年度末にＭＣＡ無線、これはマルチチャ

ンネルアクセスシステムという略なんですが、

なかなかちょっと覚えにくい中身なんですけど

も、いろいろ特性がございます。 

 ちょっとここで全部を述べてるには時間があ

りませんので、ちょっと割愛をさせていただき

ますが、同報系の無線のように、例えば長井市

の場合で同報系無線を整備するといった場合に

は５億円程度のお金、総事業費で見込まれます。

それに対して格段に安い金額で対応できるとい

う１つのメリットがございます。今回、考えて

おりますのは、３月までの間に補助事業の活用

ということで、これは今、内示をちょうだいし
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ているところでございますが、市役所、それか

ら生涯学習プラザ、それから各地区公民館、市

内８カ所をまず防災対策の拠点ということで位

置づけていこうというようなことで、そこにＭ

ＣＡ無線、これらを配備いたしまして、まず最

終的に現地での災害対策本部の拠点となる施設

でございますので、各地区公民館については。 

 その後、避難所との対応とかまだまだ構築し

なければならない部分もございますが、まず喫

緊の課題といたしまして、この部分からまず手

をつけさせていただくというようなことで、今、

準備を進めてるところでございます。以上でご

ざいます。 

○蒲生光男議長 平 英一財政課長。 

○平 英一財政課長 経常収支比率の改善という

ことでございますが、私のところに今、平成元

年から経常収支の資料を持ってます。それで平

成７年に初めて90％を超えました。それ以降、

年々増加して、平成14年度に99.8％というふう

にピークになっておりました。それ以降、人件

費の削減やら経常経費の削減に努めてはきまし

たんですが、経常収支比率算定の算式でござい

ます、それの分母になる普通交付税、これも三

位一体の改革とかで急激に減少して来ておりま

したために、平成21年度までは95％以下になる

ことができないでおりました。それが平成22年、

昨年でございますが、88.8と改善したことにな

ります。これは普通交付税と臨時財政対策債が

大きく入ってきたというのが主な理由でござい

ます。 

 23年度、ことしの決算では、多分普通交付税

がやはり人口３万人を切って、人口がちっちゃ

くなった影響で少し交付税が落ちておりますも

んですから、少し上がるのかなというふうに感

じております。 

 続いて、投資的経費、建設事業のことでござ

いますが、先ほど市長からも申し上げましたよ

うに、中期展望に取り込んで実施しているわけ

でございますが、各事業の財源である起債、借

入金につきましても、公債費比率に及ぼす影響

を考慮して、悪化することのないよう十分に配

慮して、優先順位をつけながら実施していくと

いうふうな方針でございます。以上です。 

○蒲生光男議長 松木幸嗣健康課長。 

○松木幸嗣健康課長 小関秀一議員のご質問にお

答えします。 

 ２番目のＴＰＰと市民の暮らしについてとい

うことで、（３）の保険や医療への影響という

ことで、この分野にかかわる懸念といいますか、

その影響を健康保険、混合診療、医師、看護師

不足の３点について、国民医療推進協議会の考

え方を踏まえまして、お答え申し上げたいと思

います。 

 １点目の健康保険につきましては、外資系の

企業が入ってくるということですんで、高額な

自由診療を行うということになると、病院が自

由診療を進めるとなればよしとするとなれば、

診療報酬は上がらないということで、地方の病

院、公的医療保険で行ってる病院は立ち行かな

くなるということがあろうかと思ってます。 

 また、自由価格の診療になびくということに

なると、公的医療の部分より優先されるわけで

すんで、公的保険に頼る人は締め出されるとい

うようなことで、国民皆保険が危機的な状況に

なるのではないかなというふうに思われます。 

 ２点目の混合診療でありますが、こちらにつ

いては現在も一部認められておりますが、全面

解禁となると、当然のことに自由価格の医療市

場が拡大してくるということになりますんで、

公的医療の部分、国民皆保険のほうはやっぱり

終えんといいますか、危機的な状態になってく

るというふうに思われます。 

 ３点目、医師、看護師不足についてでござい

ますが、こちらもやっぱり今申し上げましたよ

うに、混合診療でありますとか市場原理が持ち

込まれるということになると、自由な価格のほ
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うに医師はなびくということになりますし、医

師の偏在なり、また市場として魅力がない地域

では医師が不足してくるということになろうか

なというふうに思います。それを確保するため

には地方で財政負担をしていくということにな

りかねないかなというふうに思われます。看護

師など、医療関係の職種については、同じよう

なことが言えるかと思っております。以上であ

ります。 

○蒲生光男議長 那須宗一農林課長。 

○那須宗一農林課長 小関秀一議員のご質問にお

答えいたします。 

 （１）の食の安全や食育方針とのかかわりに

ついてという部分でございますが、ＴＰＰにつ

きましては、物品の貿易に関しまして原則とし

てすべての関税を撤廃すると。また、非関税障

壁の措置を採用、維持しないというふうなこと

になっているようでございます。 

 そのような中で、現在、米国産の牛肉の輸入

条件として、ＢＳＥ感染リスク回避のため、10

カ月月齢以下としています輸入ですが、これに

ついて非関税障壁として輸入条件の撤廃を求め

られるということが予想されます。また、残留

農薬基準の部分につきましては、日本の基準よ

りも緩いものにするといったことや、遺伝子組

み換え食品の表示義務についても変更されるの

ではないかということも予想されます。 

 そのような中で、輸入食品の安全をどのよう

に確保していくかというのが大きな課題だとい

うふうに思いますし、市の取り組みといたしま

しては、農産物の地産地消の一層の取り組みを

進めることが必要なのではないかなというふう

に考えているところでございます。 

 食育推進基本計画の部分でございますが、現

在、平成24年度中の策定を目標に庁内の検討会

を開催しておりますけれども、山形県では本年

３月に食育地産地消計画という内容で計画を策

定いたしました。食品の地産地消という考え方

が柱の１つとして考えられるのではないかなと

いうふうに考えているところでございます。 

 ４番目の新規就農、農地集積に関する施策と

本市農業マスタープラン作成の計画についてと

いう部分でございますが、先ほど農業委員会の

会長さんからもございましたので、重複する部

分がございますが、答弁申し上げます。 

 農林水産省の平成24年度概算要求の説明会が

11月にございまして、担当者が行ってまいりま

した。その中で、新規就農、農地集積、それに

関しての地域農業マスタープランというふうな

ものの内容も示されたところでございます。 

 具体的に言いますと、新規就農をふやして将

来の日本農業を支える人材を確保して、平地で

20から30ヘクタールの土地利用型農業を目指す

というふうなことだそうでございます。具体的

には農地利用集積協力金、青年就農給付金とか、

スーパーＬ資金の負担軽減措置などが入ったも

のでございますが、これについては地域農業マ

スタープランの中に位置づけないと該当しない

というふうなことになっているようでございま

す。 

 本市でも地域農業マスタープラン作成をする

必要がございますけれども、具体的な手法につ

いてはまだ示されておりませんで、年内及び年

明け早々に長井市農業再生協議会などの協力を

得て、決めていきたいというふうに考えている

ところでございます。 

 作成につきましては、地域農業マスタープラ

ン作成が要件となっている事業がございますの

で、平成24年５月までを目標にさせていただき

たいというふうに考えているところでございま

す。以上でございます。 

○蒲生光男議長 齋藤理喜夫商工振興課長。 

○齋藤理喜夫商工振興課長 お答えいたします。 

 雇用や労働環境への影響についてでございま

すが、勤労者あるいは勤労市民の立場からの内

容でございますが、仮に単純労働等への外国人
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労働者の移入が拡大するというふうなことにな

りますと、雇用機会の減少に至る可能性が考え

られます。また、国内の制度あるいは政策より

もＴＰＰによる取り決めが優先されるというふ

うに言われておりますので、外国人労働者に対

する就労規制、あるいは日本の労働関係法制度

が障壁とみなされる可能性も考えられます。 

 細部が見えない状況ではございますが、労働

者派遣法がその後の労働環境に与えたと同様に、

大きな影響を与えることになるのではないかと

いうふうに心配をしております。 

○蒲生光男議長 ５番、小関秀一議員。 

○５番 小関秀一議員 回答が多かったので、時

間が大分なくなりましたが、まず、第１点目、

ＴＰＰについては先ほどの、午前中の市長の考

え方と各課からでのそれぞれの具体的な心配さ

れる部分、説明ありましたので、特に私からは

マスタープランづくりについて、この冬具体的

に各集落なりにおろして話し合いが行われると。

新規就農については年間150万円給付されると。

あと農業をやめるというふうに表明された農家

については、５反歩以下については30万円、２

町歩までは50万円、２町歩以上については70万

の給付。昔でいうと離農給付金に当たる部分だ

べなというふうに思うわけですが、これが非常

に私、心配したのは、村を壊すことにならない

かというふうなことを心配してます。このプラ

ンの策定の説明について、非常に気を使ってし

ていかなければならないというふうに思います

が、再度その辺についての農林課長の考え方を

お伺いします。 

○蒲生光男議長 那須宗一農林課長。 

○那須宗一農林課長 地域農業マスタープランの

中身についてお答えを申し上げます。 

 ただいま小関議員からございましたように、

地域農業マスタープランといいますのは、基本

的に集落ごとに作成するというふうな説明でご

ざいました。どういう範囲でそのマスタープラ

ンをつくるかというところからやっぱり決めて

いかなければならないのかなというふうなこと

を考えているところでございます。しかもこの

農業マスタープランの国から示されたイメージ

を見ますと、個人ごとの土地をどのようにして

いくかという部分まで入っていきますので、非

常に個人情報の面までまいります。しかも、先

ほど今、小関議員がおっしゃったよう、離農を

される方とか、その方に集約させるといったと

ころまで記載するというふうなことですので、

一人一人のお考えの部分を十分把握しないで勝

手に進めるわけにいかないと。非常に難しい作

業が続くのかなというふうに思っています。 

 実際こういった話し合いに入るまでには、農

業再生協議会の中で十分議論をして、どういっ

た形でご説明申し上げるかという部分も決めな

いうちは、なかなか地区に入ることは難しいの

かなと、現時点では考えております。 

 先ほど申し上げましたように、年内か年明け

早々にでも皆さんのご意見をちょうだいして進

めてまいりたいというふうに考えております。 

○蒲生光男議長 ５番、小関秀一議員。 

○５番 小関秀一議員 農林課長の考えごもっと

もで、非常に心配されますので、先ほどの農業

委員会の会長も入っている長井市農業再生協議

会の中で十分に議論していただいて、地区なり

集落に説明をしていただきたいなというふうに

希望を申し上げます。 

 ＴＰＰについてはもう既に各課からの心配さ

れることについてありましたので、ぜひ市長に

お願いを申し上げます。先ほどの午前中の市長

の考え方もいろんな立場で心配される部分を含

めて反対を表明してきたんだというふうなこと

でありましたので、市報で表明するなんていう

ことはできないというふうに午前中はおっしゃ

っておりましたが、ぜひ市報のティーブレイク

の中あたりでも、これ、つまり国でも議論なり

情報が公開されていないのだというふうに、ず
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っとそれだけで空回りしてるわけです。 

 例えばきょうの回答の中にも具体的に長井市

でこういうこと心配されるというふうにもう既

に回答いただいているわけですから、それを含

めて、さらには市長も個人的にはＴＰＰについ

ては反対なんだというふうにおっしゃってるわ

けですから、ぜひ都市再生整備計画を書くんで

あれば、こんな具体的な反対の部分については

きちんと市民にお伝えを願いたいというふうに

思います。ぜひご意見をいただきたい。 

○蒲生光男議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 小関議員のおっしゃることもわ

かりますが、ＴＰＰのことを例えばティーブレ

イクで書くようにと。それで都市再生整備計画

なんて書いている必要ないって、そこは失礼な

話だと私は思います。それは私の判断であそこ

の部分は書かせていただきたいと思います。た

だ、今泉議員のご質問でもお答えしましたけれ

ども、正直なところ、どうなるかわからないわ

けなんですよ。ですから、これはやっぱり議員

も政治活動をなさってるわけですから、政治活

動の中で頑張られるのが基本ではないでしょう

か。ですから、私としては私の私案をどうのこ

うのって書くよりは、やっぱり実際の姿を、例

えば何かの特集でこういう人がこういうことを

言ってますと言うことは書けますけれども、長

井市のあれはこうこうこうなるから反対ですと

いうふうな具体的な部分については、やっぱり

すべての部分に触れなきゃいけないわけですよ、

ＴＰＰをティーブレイクで触れるとしたら。そ

うすると、限られたスペースなもんですから、

ティーブレイクじゃなくて、やっぱりそれは情

報としてお話しするのはいいことだと思います

が、反対ということで市報に載せるのはちょっ

と問題があるのかなと、そう思います。 

 例えば、長くなって恐縮なんですが、例とし

てかつて市町村合併について反対だということ

を、やっぱりそういう広報で上げられた首長さ

んがいました。あるいは個人の意見じゃなくて、

まちとして、あるいは市としてそれは反対だみ

たいなことがありましたけども、私はそれを見

て、やっぱり正確な中立の情報で上げなきゃい

けないと。やっぱり賛成してる人もいるかもし

れませんので、ですから、そういったところは

私としてはティーブレイクではあんまりふさわ

しくないなと。 

 ただし、都市再生整備計画については、これ

は私の考えを言うのはおかしいというふうに言

われるのは、非常に私も心外です。そしてそれ

を書かないで、ティーブレイクでこれを書けな

んていうのは、私は意見としてはわかりますけ

ども、失礼な話だと思います。 

○蒲生光男議長 ５番、小関秀一議員。 

○５番 小関秀一議員 大変失礼なことを申し上

げたのかもしれません。ただ、市長の意見とし

て反対だというふうに表明されておって、私は

その反対という言葉を使うのでなくて、長井市

で懸念される部分についてはお伝えしたらいい

んでないかなというふうに言わせていただいた

わけなんで、これきょうの回答だって議事録で

きちんと市民に伝わるわけですから、そこは何

にも隠さねえでいいんでねえかなって私は思い

ます。むしろまたそれこそ賛否を、検討委員会

は１回、16名を集めて検討委員会をされた、観

光拠点の計画づくりについても含めてですが、

さっきの都市再生整備については、じゃあ、あ

のくらい市報に市長の考えとして述べた部分に

ついてはどうなのかなって、私はむしろ逆にそ

う思います。それこそ市長の私見だなんていう

さっきの話ではなくなってくる。さっきお尋ね

したように、財務と非常にかかわる、市民の暮

らしで。という部分でありますので、私は一番

の（１）で当市の計画についてきちんと市民の

合意も含めながら進めるべきだなというふうに

思ったので、質問をさせていただいたところで

ありました。 
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 あともう１点、臨時雇用について、将来の部

分の計画づくり等について臨時雇用の部分で働

いていただいているので、この制度がなくなっ

たからといっても、そげに影響ねえんでねえか

って先ほど市長から回答いただいたような気が

します。じゃあ、将来構想をつくっておるので

あれば……。私は計画に基づいて市が事業を展

開していくという前提の部分も、これはすべて

ではないべげんどもあるというふうに考えると、

その事業展開は残された、例えば定時の臨時職

員か正職員ですべて賄われるのかというふうに

私は思うのです。そこのところをちょっともう

１回、できるだけ簡単にお願いします。 

○蒲生光男議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 ちょっと言葉足らずだったのか

どうかわかりませんが、私が申し上げましたの

は、定時補助職員と緊急雇用の職員はちょっと

違う考えでいると。定時補助職員については日

常業務で職員ができない部分をカバーしてもら

ってると。緊急雇用については、本来この部分

もやれば、調査できればいいなとか、あるいは

今までこの先じゃないとできないだろうと、人

手がなくて。そういった部分を少し手伝っても

らうかと、その程度なんですよ。 

 ですから、私が申し上げたのは、程度という

ことはあれですよ。結局、正職員にかわる職員

ということではなくて、仕事がやっぱりないと

雇用できませんので、ですから、いろいろ仕事

を探して雇用してるということでありますので、

小関議員がどういうふうにちょっとお考えなの

かよくわからないんですけども、何も侮辱して

るわけではありませんし、将来時間外がふえる

んでないかとか、職員がどうのこうのというお

話しなさったので、緊急雇用についてはむしろ

国の支援がないとあとは財源的な部分で人件費

がぼんとふえるわけですから、そちらが心配だ

と。しかし、これで終わりだというのも気の毒

だろうということでお話ししただけでありまし

て、何も深い意味はありません。ただ、時間外

がそれによって、緊急雇用が終わってしまった

ら、ふえると、そういうことではないというふ

うに申し上げたつもりです。以上です。 

○蒲生光男議長 ５番、小関秀一議員。 

○５番 小関秀一議員 いろいろ不安材料いっぱ

いある中で、行政、来年度の特に予算づけの時

期でありますので、さまざま十分に検討してい

ただいて、行政運営に当たっていただきたいと

思います。以上で終わります。 

 

 

   散     会 

 

 

○蒲生光男議長 本日はこれをもって散会いたし

ます。 

 再開はあす午前10時といたします。ご協力あ

りがとうございました。 

 

 

    午後 ４時２０分 散会 

 




